
◇◆◇高校入試を終えて◇◆◇ 
公立高校の試験がようやく終わり、ほっとしていることと思います。私立高校の

合格発表はほとんど終わり、あとは１７日（火）１０時から一斉に行われる各公立

高校の合格発表（有朋高校を除く）を待つばかりです。 
 

◎今後の進路の動き 
３月 ６日（金）…今日  今後の動きを確認し、「入学意思確認書」を配付します。 

３月１０日（火） 

「入学意思確認書」の提出締切です。期日厳守での提出をお願いします。 

３月１７日（火） 

10:0０ 高校には掲示されません。各高校の Web サイトで確認してください。確認

が困難な場合は、事前に担任へ相談してください。 

11:30～１２：００ 公立高校に合格した人は登校し、担任の先生に再度意思確認

をしてください。（正面玄関前に集合です。）公立高校に合格したけれど辞退す

る人は「入学辞退届」を作成します。印鑑と筆記用具（黒ボールペン）を持参し、

登校してください。 

1３:４０～１４：００ 公立高校に不合格だった人は登校し、追加合格についての確認、

私立高校や通信制などへの進学確認、２次募集・有朋高校への出願手続き等

について確認します。 

３月１８日（水） 9:30～16:30 

公立高校追加合格が高校から中学校を通じて連絡されます。追加を受けるかど

うかに関わらず連絡をしますので、必ず、連絡がつくようにしてください。 

※有朋高校の出願は単位制・通信制どちらも 18日（水）の 1５:00が締切です。 

※この他、公立高校２次募集（定員に満たない高校）や、私立高校の２次募集（一部

の高校で若干名）などもある場合があります。 

※入学辞退や追加合格、２次募集など、入学手続き以外ほとんどは中学校を通しての

手続きになります。些細なことでも、担任の先生に相談してください。 

＊＊＊「入学意思確認書」について＊＊＊ 
公立高等学校と私立高等学校の両方に合格した場合、どちらかの入学を辞退する

ことになります。また、高専や専修学校などを受験している場合もあります。「どの進路
、、、、

を選ぶのか
、、、、、

」ということを事前に「入学意思確認書」で確認し、中学校は、その内容に

基づいて必要な手続きを行います。進路の意思を最終的に確認するための書類です。

この進路だよりと裏面の説明をよく読んで記入し、期日[３月１０日（火）]厳守で提出

してください。（全員提出です。） 

< 入学辞退について > 

公立高等学校の入学を辞退する場合には、「入学辞退届」（本人・保護者の署名が

必要）を当該公立高等学校に提出しなければなりません。そのために、公立高等学校

合格発表の日の１１：３０に登校してもらうことになります。保護者の署名が必要なの

で、該当者には事前に用紙を渡します。公立高等学校の入学を辞退する可能性があ

る場合は、３月１０日（火）までに担任へ確実に伝えてください。 

私立高等学校を辞退する場合は、書類等の提出は必要ありません。入学意思確認

書の内容に基づいて中学校より連絡します。後から「やっぱり入学します」というよう

な変更はできません
、、、、、

ので、ご家庭でよく話し合っておいてください。 

< 公立高等学校 入試得点の開示について > 

公立高等学校受検者は、受検した公立高等学校に学力検査の結果（教科別及び合

計点数）の開示を請求することができます。これは、入試の自分の点数を教えてもらう

ことができるということです。道立も市立も手続きは同じです。 
 

○集中受付期間…３月１８日（水）～３月２６日（木）土日祝日を除く９時～１５時 

※高等学校によって、集中受付日を別途設定している場合もあります。 

※情報提示期間は、令和８年３月１８日（水）～令和１３年３月３１日（月）までとなっています。 

○開示請求者 …受検者本人またはその代理人（法定代理人または任意代理人） 

○請求場所 …出願した公立高等学校 

○必要なもの …受検票、身分証明書 

             代理人が請求する場合は、その他にも必要な書類があります。 

＊詳しく知りたい方は担任の先生まで。 

 

 


